神奈川県手話推進計画の構成・改定骨子案資料３－３


１　計画の構成
大柱、中柱、小柱【施策】で構成し、施策の中に、個別の取組み及び事業を位置付ける。
	現行
	改定後（イメージ）

	大柱１　手話の普及
（中柱１）手話への理解促進

【施策１】県民の手話の講習会を推進し、手話やろう者、盲ろう者等に対する理解を深めます。
【施策２】子どもたちの学びの中で、手話やろう者、盲ろう者等に対する理解を深めます。（再掲）
（新規）

（中柱２）手話の普及推進
【施策３】各種広報を充実し、手話の普及啓発を進めます。

【施策４】イベント等を活用して、地域と連携しながら、手話の普及等を進めます。





大柱２
手話に関する教育及び学習の振興
（中柱１）学校・地域で手話を学ぶ機会等を充実
【施策５】子どもたちの学びの中で、手話やろう者、盲ろう者等に対する理解を深めます。
【施策６】ろう児及び保護者に対する乳幼児期からの手話の学習機会の提供、支援を進めます。
【施策７】教員向けの手話研修を充実します。
（新規）
（新規）



（新規）
（新規）
（新規）

（中柱２）手話を学習するしくみづくり
【施策８】日常的に手話を学ぶためのしくみを充実します。
（新規）













大柱３
手話を使用しやすい環境の整備
（中柱１）手話が使用される機会の充実
【施策９】日常生活・社会生活において、手話により情報を取得し、手話が使用できる機会の充実に努めます。
（新規）

（新規）

【施策10】自然災害や感染症拡大時などの非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備を促進します。

（中柱２）手話通訳の充実等
【施策11】手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員などろう者や盲ろう者等の社会参加に欠かせない専門人材の計画的な養成等に努めます。
【施策12】手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等が派遣される機会等を拡充します。







（新規）
（新規）

（新規）

（新規）

（新規）
	大柱１　手話の普及
（中柱１）手話やろう者、盲ろう者への理解促進
【施策１】県民の手話やろう者、盲ろう者等に対する理解を深めます。
【施策２】子どもたちの学びの中で、手話やろう者、盲ろう者等に対する理解を深めます。
【施策３】手話文化の保存、継承及び発展に関する施策を推進します。
（中柱２）手話の普及推進
【施策４】各種広報を充実し、手話の普及啓発を進めます。
【施策５】イベントや手話の日等の機会をとらえて、地域と連携しながら、手話の普及啓発を進めます。
〇手話文化の保存、継承及び発展に関する施策推進を新たに記述【施策３】
〇手話の日に関する内容を新たに記述【施策５】





大柱２
手話の獲得支援及び手話による教育の推進
（中柱１）乳幼児期からの手話の獲得支援
（大柱１中柱１施策２へ移行）

【施策６】ろう児及び保護者等に対する乳幼児期からの手話の獲得支援を進めます。
（大柱３中柱１施策８に統合）
（中柱２）学校における手話による教育の推進
【施策７】手話を使用する子どもに対する手話による教育の充実に努めます。

大柱３
手話に関する学習の振興
（中柱１）学校で手話を学ぶ機会等の充実
【施策８】児童・生徒が手話を学習できる機会の提供を進めます。
（中柱２）地域で手話を学ぶ機会等の充実
【施策９】日常的に手話を学習できる機会の提供を進めます。
【施策10】中途失聴者・難聴者に対する手話の習得支援を進めます。
・大柱をろう者と聴者に対象を分けた記述に変更【大柱２、３】
・乳幼児期からの手話獲得について中柱として整理【大柱２中柱１】
・保護者以外の対象（兄弟等）も含めた記述に変更【施策６】
・手話学習の機会の提供に関する記述を追加【施策８、９】
・中途失聴者・難聴者を対象とした施策を追加【施策10】












大柱４
手話を使用しやすい環境の整備
（中柱１）手話が使用される機会の充実
【施策11】日常生活・社会生活において、手話による情報を取得する機会の充実に努めます。
【施策12】日常生活・社会生活において、手話で意思疎通できる環境の整備を進めます。
（中柱２）非常時に手話が使用される機会の充実
【施策13】自然災害や感染症拡大時などの非常時に、手話による情報取得及び手話で意思疎通できる環境の整備を進めます。
（中柱３）手話通訳の充実等
【施策14】手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員などろう者や盲ろう者等の社会参加に欠かせない専門人材の計画的な養成等に努めます。
【施策15】手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等が派遣される機会等を拡充します。
〇手話による情報の取得と手話で意思疎通できる環境整備を施策ごとに分けて整理【施策11、12】
○非常時に手話が使用される機会の充実を中柱として整理【中柱２】






大柱５
市町村との連携及び協力
（中柱１）市町村における手話の普及等に関する施策の推進支援
【施策16】市町村と連携し、手話の普及等を進めます。
（中柱２）情報の提供、助言その他の必要な支援
【施策17】市町村が手話の普及等に関する施策を策定し、実施する際に必要な支援を行います。〇条例の記載に合わせ、手話の普及等に関する施策の推進と情報の提供、助言その他の必要な支援をそれぞれ中柱として整理【中柱１、２】





２　改定骨子案
大柱１　手話の普及
（中柱１）手話やろう者、盲ろう者への理解促進
（中柱２）手話の普及推進
大柱２　手話の獲得支援及び手話による教育の推進
（中柱１）乳幼児期からの手話の獲得支援
（中柱２）学校における手話による教育の推進
大柱３　手話に関する学習の振興
（中柱１）学校で手話を学ぶ機会等の充実
（中柱２）地域で手話を学ぶ機会等の充実
大柱４　手話を使用しやすい環境の整備
（中柱１）手話が使用される機会の充実
（中柱２）非常時に手話が使用される機会の充実
（中柱３）手話通訳の充実等
大柱５　市町村との連携及び協力
（中柱１）市町村における手話の普及等に関する施策の推進支援
（中柱２）情報の提供、助言その他の必要な支援

2

